
企業立地促進法に基づく支援策について 

 

経済産業省 

地域経済産業グループ 
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○企業立地促進に係る地方交付税措置 

 ・自治体による立地企業に対する地方税課税等の免除額への普通交付税による 

 補てん 

２．スキーム 

国：「基本方針」 

協議 同意 

申請 承認 

事業者：「企業立地計画」 

      「事業高度化計画」 

都道府県及び市町村：「基本計画」 
 ※市町村・都道府県、地元商工団体、 

   大学 その他研究機関等で 

   地域産業活性化協議会を構成 

３．支援措置 

  

● 地域経済の国際的な大競争時代に相応しい 

 新しい企業立地促進策を推進。 

  キーワードは「グローカル」。 

          （グローバル＋ローカル） 

●地域の特性・強みをいかした企業立地促進等 

 を通じ、地域産業の活性化を目指す。 

１．法律の考え方 

  （考え方） 

  ①地域の強みを活かした総合的計画 

  ②広域連携をする関係者の強い合意 

  による「地域独自の意欲的な取組」を支援す  

 ることで「多様な産業集積」を全国的に形成。 

② 予算措置・低利融資等 

○本法に基づく人材育成活動等への助成 
 

○基本計画に位置づけられた貸工場・研修施設等の共用施設の整備費への助成 
 

○中小企業の立地等に対する低利融資制度（日本政策金融公庫） 

                                                                                    など 

① 課税の特例・規制緩和措置 

○立地企業への設備投資促進税制 

 ・特別償却の適用（機械等：１５％、建物等：８％） 

③ 各省との連携による支援措置 

○工場立地法の特例 

 ・緑地面積規制権限の市町村への委譲（緑地面積率の引下げ可能化） 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（企業立地促進法） 

４．基本計画の策定状況 

○計画件数（19年7月～23年9月同意） ：４７都道府県 １９５計画                    
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企業立地促進法 基本計画作成状況（その１） 

平成２３年９月 

岩手 北上川流域（自動車・半導体等）★ 

    県北（食品・電子部品等）★ 

    盛岡広域（ＩＴ等） 

    宮古・下閉伊（自動車・木材等）★ 

    釜石・大槌（機械金属・食品）★ 

    気仙（食品、木材等）★ 

神奈川 （自動車・バイオ・ＩＴ）★ 

秋田 中央南部（電子関連） 
    北部（リサイクル・医療）★ 

    北部（木材）★ 

    南部（食品）★ 

    北部（食品）★ 

埼玉 県北（自動車・食品）★ 

    圏央道外環道（自動車・食品・流通）★ 

青森 津軽（光技術・農工連携等）★ 

    県南下北（環境エネルギー等） 

山形  内陸（精密ものづくり） 

    庄内（バイオ・食品等）★ 

宮城 仙台市周辺（高度電子）★ 

    仙台市周辺（自動車）★ 

    県北（食品、木材）★   

    県南（食品、木材）★ 

茨城 圏央道沿線（ロボット・バイオ等）★ 

 県北（電機・建機・木材）★ 

 県西（生活関連・機械）★ 

 鹿島臨海（素材・物流等） 
 笠間・茨城（電機・自動車等） 

 行方・鉾田・小美玉（素材・物流等） 

 石岡・かすみがうら（機械・金属等）★ 

 南部（生活関連、高度ものづくり等）★ 

栃木 日光（機械・食品等）★ 

    県央（自動車、航空機） 

千葉 君津（バイオ・情報通信等） 

    東葛（食品、バイオ等）★ 

    アクアライン・圏央道沿線（新エネ、食品等）★ 

    成田空港・圏央道沿線（食品、物流、観光等）★ 

    千葉市地域（食品、素材、情報通信、物流等） 

新潟 燕市（機械・金属） 
    胎内市（先端加工等） 
    阿賀野市（食品・先端加工）★ 

    見附市（先端加工、健康づくり）★ 

    魚沼市（食品、電子・デバイス、等）★ 

    上越（電子・電機、食品・飲料、等）★ 

    中越３市（機械金属、生活関連等）★ 

    新潟市（食品・バイオ、機械・金属等）★ 

    佐渡市（IT,食料品等）★  

    五泉市（高度機械電子・ 医療等）  

    十日町（機械・金属・食品・観光等）★  

    南魚沼（食品・ 電子部品･デバイス等）★ 

山梨 （機械電子・健康関連等）★ 

愛知 西尾張（繊維・電気電子、農商工等）★ 

    東尾張（輸送用機械・健康等）★ 

    西三河（輸送用機械、農商工等）★ 

    東三河（輸送用機械・農工連携等）★ 

岐阜 岐阜（ロボット・木製品等）★ 

    西濃（ＩＴ・電子・飲食料品等）★ 

    中濃（輸送用機械・木材等）★ 

    東濃（自動車・電気等） 
    飛騨（木製品・食品等）★ 

★は農林水産関連業種を含む計画 

 １９５計画中１５０計画 

北海道  北見（食品、情報通信等）★ 

      苫小牧・厚真・安平（資源エネルギー等） 

      旭川（食品、機械金属等）★ 

      室蘭・登別・伊達・白老（エネルギー、食品等）★ 

      道央中核（自動車、機械等） 
      釧路・白糠（地域資源、環境等）★ 

      函館（水産・海洋、機械金属等）★ 

      札幌臨海小樽・石狩（食品、物流等）★ 

      道央空知（自動車、食品等）★ 

      帯広十勝（地域資源、機械・金属、等）★ 

      道央札幌（食品、環境エネルギー等）★ 

      美幌・大空・津別（地域資源、情報等）★ 

      とかち田園地域（農林水産、機械・金属、等）★ 

      千歳市地域（光・食品・物流）★ 

      岩内・共和・泊・神恵地域（地域資源、エネルギー等）★ 

      富良野・美瑛地域（機械・金属、観光、等）★ 

      オホーツク遠紋地域（地域資源・新エネルギー等）★ 
      ニセコ周辺地域（地域資源・環境・新エネ・情報等）★ 

静岡 浜松（自動車・光技術） 
    東部（健康、輸送用機械等）★ 

    静岡市（ものづくり、健康・環境等）★ 

    富士山静岡空港周辺（輸送用機械、高付加価値製品等）★ 

    湖西市・新居町（輸送用機器、電機・光・電子等）     

東京 八王子市（精密・機械・電子、 

         都市市場型産業等）★ 

    太田区地域（産業環境、健康等） 

浜松・豊橋・飯田  三遠南
信地域《広域連携》 

 （輸送用機器、健康等）  

東京・埼玉・神奈川  首
都圏西部地域 

《広域連携》 
（自動車、電気・電子等）  

４７都道府県 １９５計画 

長野 上伊那（高度加工、健康関連等）★ 

    塩尻市・筑南（情報・生活関連）★ 

    上田広域（価値創造ものづくり）★ 

    佐久（環境・福祉・健康等）★ 

    長野（ナノテク・バイオ）★ 

    南信州（精密・食品等）★ 

    諏訪（高度ものづくり、地域資源）★ 

    北アルプス広域（高度加工、地域資源）★ 

    北信州（高度加工、環境・健康）★ 

    松本市（情報、生活支援等）★  

    安曇野・筑北（高度加工、農商工連携）★ 

    木曽地域（地域資源、観光、福祉、健康等）★ 

群馬  （アナログ） 
     （健康科学）★（基盤技術）★ 

     （環境） 

福島 会津（高度部材・情報等）★ 

    県北（輸送用機械・食品等）★ 

    県中（医療福祉・食品等）★ 

    県南（輸送用機械・食品等）★ 

    相双（輸送用機械・食品等）★ 

    いわき（輸送用機械・食品等）★ 

東京・神奈川  東京区部・
神奈川臨海部地域 

《広域連携》 
（ライフイノベーション、文化

産業）  



企業立地促進法 基本計画作成状況（その２） 

平成２３年９月 

長崎 県北（造船・情報通信・食品等）★ 

    県央（自動車・電子・食品等）★ 

    長崎（輸送機械・食品等）★ 

    島原（食品・機械等）★ 

    対馬・壱岐・五島（食品、情報通信）★ 

福井 嶺北（自動車・健康長寿等）★ 

    嶺南（電子・健康長寿等）★ 

鳥取 （電子部品・自動車・食品等）★ 

京都 京丹後（繊維・機械等） 
    中丹（地域技術活用、物流）★ 

    中部（ものづくり、感性・環境等）★ 

    山城（ものづくり、高度感性価値）★ 

大阪 吹田茨木（ライフサイエンス）★ 

    堺・高石（エネルギー・電子等） 

三重 四日市（高度部材等） 
    津（メカトロ） 

    尾鷲（海洋深層水等）★ 

    伊賀・名張（医療等）★ 

    松阪（自動車・地域資源等）★ 

    鈴鹿地域（自動車、健康等） 
    伊勢志摩地域（（環境、医療、観光）★ 

滋賀 野洲（ＩＴ）  

    長浜（バイオ・環境）★ 

    竜王（自動車） 
    大津・草津（高度モノづくり等） 

    米原（高度モノづくり、 

        高度SCM）★ 

    栗東（環境、新技術、物流） 

    彦根（ものづくり、環境等）★ 

広島 （輸送用機械、電気・電子等）★ 

愛媛 四国中央（紙関連） 
    新居浜西条（医療等）★  

    今治西条上島（食品加工等）★ 

    中予（先端素材・食品等）★ 

    南予（食品等）★ 

熊本 （輸送用機械） 
    （半導体） 

    （食品・医薬品）★ 

    八代市（飼料・紙等） 

和歌山 紀ノ川流域（情報家電、地域資源等）★ 

      紀中・紀南（地域資源、情報通信等）★ 

徳島 （機械・木材等）★ 

島根 （機械金属・ＩＴ・食品等）★ 

福岡 （自動車・半導体・ロボット等）★ 

佐賀 伊万里・武雄・有田（自動車・造船） 

    佐賀（自動車・食品）★  

    神埼・三養基西部（食品等）★ 

    唐津（自動車・情報・食品等）★ 

    鳥栖・基山（自動車、食品等）★ 

大分 （自動車・電子・食品等）★ 

高知 （機械・電子・食品等）★ 

香川 （基盤技術・食品・情報通信等）★ 

富山 （医薬品、ＩＴ等）★ 

石川 （機械・食品等）★ 

岡山 （精密・繊維等）★ 

宮崎 （自動車・バイオ・ＩＴ等）★ 

鹿児島 本土（自動車、電子、食品等）★ 

      種子島（農林水産資源、宇宙開発）★ 

      奄美（農林水産資源関連、情報等）★ 

  沖縄 うるま市・金武町 （加工交易、農林水産関連等）★ 

      中南圏域  （観光・地域資源・情報通信・物流等）★ 

      北部 （地域資源・観光・情報通信等）★ 

奈良 （環境技術、地域資源等）★ 

山口 （高度技術、環境・医療等）★ 

富山・石川・福井  北陸３県地域 

 《広域連携》    （繊維関連）  

兵庫 神戸（医療・新素材等）★  

    たつの市・上郡町・佐用町（先端ものづくり） 

    淡路市（環境・地域技術等）★ 

    南あわじ市（食品・次世代エネルギー等）★ 

    豊岡市（次世代エネルギー・伝統産業等）★ 

    高砂市（先端技術、地域技術）★ 

    姫路市（光・電子、地域ものづくり） 

    朝来市（機械・金属、地域資源）★ 

    尼崎市（超付加価値創生、ものづくり等）★ 

    多可町（新エネルギー、食のものづくり等）★ 

    丹波市（地域資源活用、健康長寿等）★ 

    篠山市（丹波篠山ブランド、地域ものづくり）★ 

    西脇市（特化産業技術、資源再生）★ 

    加西市（環境、高度技術）★ 

    養父市（地域資源、地域産業）★ 

    神河町（地域資源、流通等）★ 

    宍粟市（地域資源、エネルギー等）★ 

    洲本市（地域資源、高度技術等）★ 

滋賀・京都・大阪、兵庫   

 関西４府県地域 

 《広域連携》    （健康関連）  

京都・大阪・奈良   

 けいはんな地域 

 《広域連携》 （情報通信、環境、エネルギー等）  

京都・大阪   

 京都・島本・高槻地域 
 《広域連携》 （グリーンイノベーション・物流等）  

福岡・佐賀・長崎・大分・熊本 

・宮崎・鹿児島    九州地域 

 《広域連携》 （半導体・IT関連）  



基本計画に記載すべき内容（法第５条第２項） 
 

① 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

② 集積区域として設定する区域 

③ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

④ 工場立地法の特例措置を実施する場合には、その旨とそれによる効果 

⑤ 集積業種として指定する業種 

⑥ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

⑦ 施設整備、人材育成等の事業環境の整備に関する内容 

⑧ 環境の保全等に関し配慮すべき事項 

⑨ 農用地等の利用の調整に関する事項 

⑩ 計画期間 

基本計画は、地域の「企業立地マニフェスト」 
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基本計画同意地域における事業者向け支援措置 

   ・都道府県及び市町村が共同で「基本計画」を策定し、国の同意を得ると各種支援措置が受けられます。 

   ・基本計画の同意を得ている地域については、「工場立地相談窓口（http://ritti.jp/）」のサイトを参照ください。 

 日本政策金融公庫による中小企業の立地等
に対する低利融資制度 

（平成２０年度より創設） 

① 課税の特例 

 立地企業への設備投資促進税制 ：  

特別償却の適用 

（機械等：１５％、建物等：８％） 

企業立地促進法に基づく主な支援の概要 

② 低利融資制度 

④ 規制緩和措置 

 工場立地法の特例 ：  

緑地面積規制権限の市町村への委譲（地 

域の実情に応じて緑地面積率の引下げが 

可能） 

③ 地方交付税措置 

 自治体による立地企業に対する地方税   

（不動産取得税、固定資産税）を減免した
場合に地方交付税にて補填される                           
（３年間、減免額の７５％を補填。） 

  

 地域が行う人材育成、共用施設整備等に
対しての予算的支援 

⑤ 予算措置 
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 国の同意を得た「基本計画」中に設定された集積区域において、当該計画に 
集積業種として指定された業種に属する事業を行おうとするものであって、都
道府県知事から「企業立地計画」の承認を受けている事業者が行う企業立地に
関する設備投資について、税制上の措置を講じる。 
  

（１）措置内容 ： 特別償却  償却率  機械：１５％  建物：８％ 
               

（２）対象業種 ：①国内立地とアジア等の海外立地を競争的に選択している蓋 
          然性の高い業種（平成１４年産業分類における６６業種）。 
         ②食料品製造業等の農林水産関連業種。 
         

（３）設備要件 ：①企業立地計画に従い取得等した機械装置及び建物等 
          ②機械装置については、１台又は１基の取得価格が１千万円以 
          上かつ、対象設備の取得等に要する総投資額が３億円以上 
          ※ ⌐≈™≡│⁸4,000 500  

                  ③建物等については、取得価格の合計が５億円以上 
           β ⌐≈™≡│⁸5,000  

           ④事業の高度化に資する設備 
          （新製品・新商品の開発・製造のための設備又は生産性を向上 
           させる設備） 
 
  

  

立地企業への設備投資減税（法人税等） 
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工場新築・増築・設備導入 

設備資金 

運転資金 

ニーズの発生 

      取扱機関 日本政策金融公庫 
 

○資金使途 

 ・「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受け、  

  同計画に従って事業を行うために必要な設備資金及び 
  運転資金 

 ・企業立地計画等の承認を受けていない者が、下記のいず 
  れかに該当する事業を行うために必要な設備資金及び運 
  転資金 

  イ．研究開発に必要な設備投資 
  ロ．従来の生産製品に比して、新技術を導入した製品生産 

  ハ．生産・経営基盤の強化のための設備投資 
○貸付限度額 

 ・7億2千万円（うち運転資金2億5千万円）   

  ○貸付利率 

 ・承認企業立地計画等に基づき設備投資を行った場合、  

  設備資金について、特利③ 
 ・上記以外の場合、基準金利 
○貸付期間 

 ・設備資金：２０年以内 

 ・運転資金： ７年以内 

融資申込 

融資実行 

基本計画で定められた集積区域にお
ける集積業種に属する中小企業者 

都道府県による「企業立地計画」又は「事業高度化計画」
の承認 ※承認を受けた事業については、特に低利融資 

＜融資に関するお問い合わせ先＞ 

・日本政策金融公庫 
 全国各支店：http://sp.chizumaru.com/dbh/jfc/top.aspx?account=jfc 

 

地域※中小企業者の企業立地及び事業高度化の取組みを支援するため、平成２０年度 
から、政府系金融機関（日本政策金融公庫）に低利融資制度を創設 

企業立地や事業高度化に取り組む中小企業者を支援する低利融資制度 
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※企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域 
 

各地域の基本計画策定状況は以下のポータルサイトで確認できます。 

http://ritti.jp/concept/index.html 



○制度の概要 

○２０年度制度拡充 

地方税を課税等免除した自治体に対し、課税等の免除額の75％を普通交付税で補てん 

拡充前：５億円超 

農林水産関連業種（食料品製造業等） 

 

最低取得金額 

企業立地における 

土地・建物の合計 製造業 製造業以外
の対象業種 
情報通信業、 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ等 

拡充前：３億円超 

 拡充後：２億円超 

拡充後：５０００万円超 

 拡充後：２億円超 

①対象税目             ②対象自治体               ③対象業種 

 ・都道府県：不動産取得税    都道府県及び市町村            製造業、研究機関、情報通信業、 

 ・市町村：固定資産税        財政力指数：都道府県0.46未満，   情報通信技術利用業（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ等）、 

                               市町村0.67未満       卸売業、運輸業 

措置の対象となる企業立地計画の基準（最低取得金額）の引下げ 

(当初の対象範囲) 

地方交付税（減収補填）制度及びその拡充 
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（１）国の基準 
  環境施設：25％以上 
 （うち緑地は少なくとも20％以上） 
 
（２）地域で定める基準 
  都道府県及び政令市は、国の基準に代えて 
 一定の範囲内で、条例により「地域準則」を 
 定めることが可能。 

（１都７県８政令指定都市が策定）  

現行制度（緑地規制） 

工場立地法の特例 

 

特例措置 
 

「企業立地促進法」における 
緑地等の面積規制に係る措置 

（１）制度の枠組み 

 

  国の同意基本計画がある地域においては、 

 市町村が条例で、同意企業立地重点区域内の 

 緑地面積率を以下の範囲内で設定することが 

 可能。 

（２）設定可能とする区域と面積率   
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第１種区域 第２種区域 第３種区域 第４種区域

住居・商業等の用に供

されている区域

住居・工業の用に供さ

れている区域

主として工業等の用に

供されている区域

用途地域の定めのな

い地域で、住民の生活

環境に及ぼす影響が

小さい区域

環境施設 25%超～35%以下15%以上～30%以下10%以上～25%未満10%以上～30%以下

    うち緑地20%超～30%以下10%以上～25%以下5%以上～20%未満5%以上～25%以下

甲種区域 乙種区域 丙種区域

第２種区域と同等の区

域

第３種区域と同等の区

域

乙種区域の内、一般住

民の日常的な生活の

用に供する施設がない

区域

環境施設 15%以上～25%未満10%以上～25%未満1%以上～15%未満

    うち緑地10%以上～20%未満5%以上～20%未満1%以上～10%未満



 
 
 
 

 
 
 

 企業立地促進法に基づき、我が国の成長産業分野を対
象に、新規立地、付加価値増加、雇用創出を促進するた
め、企業誘致に係る人材養成等の取組を支援します。 

 
①成長産業人材養成等支援事業 
 →誘致等に関連する産業のニーズを踏まえた、新規立地 
 等につながる地域の高度な人材養成等の取組を支援し 
 ます。 

 
②成長産業振興・発展対策支援事業 
 →地域における産学官の広域的な人的ネットワーク形 
 成とその強化及び新事業の創出等の取組を支援します。 

国 民間団体等 

˗ ǵКὦ ˗ Ȣɟɶȶ 

˗ ǵ ɵ  

̏ ᾍ Ʋᾍ Ʋ Ҟ  

補助(10/10)  

ɵ̔ ᷂͝ ˗ Ҟ  
ϤЛ  

᷂Ḣ Ȯɩɶɕ ᷂ ṑ ρ  
03 - 3501 - 0645  

 ■自動車製造高度技術者養成研修 

 ■ものづくり技術者養成研修 
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ɵ̔ ᷂͝ ρ Ҟ  
ϤЛ  

᷂Ḣ Ȯɩɶɕ  
03 - 3501 - 1677  

 
 

 地域の強みをいかした魅力ある企業立地環境を整備し、
戦略的な立地促進と産業集積を形成することによって、地
域経済の活性化を促進し、我が国産業の国際競争力の強化
に資する施設等の整備事業を支援します。（補助率:1/2 ） 
○補助対象事業   
 企業立地促進法に基づき国の同意を受けた「基本計画」
の集積区域内において、企業立地促進・産業集積形成のた
めの基盤として活用され、我が国の産業競争力強化に資す
る施設・設備の整備事業であり、以下の要件を満たす事業
です。 

 ①国の同意を受けた「基本計画」において位置づけられ   

  ている事業であること。 

 ②我が国の産業競争力強化に資する事業であること。等 

＜補助対象施設等＞ 
  貸工場、貸事業場、試作・検査機器 

国 
魅力ある企業立地環境を
整備し、企業立地の促進
と産業集積を形成 

補助（１／２） 

民間事業者等 

応募 施設等整備 

    大型電波暗室の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 電子・電気機器の製品化において、ＥＭ
Ｃ試験（電子・電気機器から発生する電磁
ノイズが規格の許容値内かを調べる試験）
は必須であり、特に自動車や医療機器など
の製造業において、その重要性・必要性は
高まっている。 

˗ ǵКὦ 

˗ ǵ ɵ  

̏ ᾍ Ʋᾍ Ʋ Ҟ  

˗ Ȣɟɶȶ 
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